
尾張旭市監査公表第１７号 
令和８年２月３日付け尾張旭市監査公表第４号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年３月９日付け７公農第４５７号で市長から措置を講じた旨の通知

がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規

定により次のとおり公表します。 
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都市整備部公園農政課 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市

規則第１９号。以下「契約規則」という。）

第２８条第１項により、契約書には同項各

号に掲げる事項を記載しなければならな

い（契約の性質又は目的により該当のない

事項については、この限りでない。）。 
しかしながら、都市公園浄化槽等維持管

理業務委託の契約書には、同項第４号に掲

げる事項（契約保証金）が記載されていな

かった。  
また、何ら検討することなしに契約保証

金を免除していた。 
契約事務を適切に実施されたい。

尾張旭市契約規則第３２条に基づいて 
契約保証金を免除する場合は、その旨を

契約書に記載するよう徹底する。　 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３１条により、市の歳入を収入すると

きは、これを調定し、納入義務者に対して

納入の通知をしなければならない。しかし

ながら、農政講座参加料について、調定を

決議することなく、令和７年７月２１日に

納入の通知をしていた。 
適時適切に調定を決議されたい。 
なお、同課における調定の決議について

は、昨年度の定例監査においても指摘し、

今後は事務を改めるとして市長から措置

を講じた旨の通知があったにもかかわら

ず、今回の監査でも同様の事案が検出され

たことから、改めて、確実な是正改善を求

指摘事項について、至急調定を決議し

た。 
今後は、調定を決議した上で、納入義務

者に対して納入の通知をするよう徹底す

る。



 める。

 吉賀池湿地管理委託の契約締結につい

て、令和７年４月１日付けで起案したが、

決裁権者（課長）の決裁を得ないまま、同

日、契約を締結していた。なお、決裁を受

けたのは、同月４日であった。 
事務処理を適切に実施されたい。

　今後は、決裁権者決裁を得た上で、契約

等の事務処理を実施するよう徹底する。

 尾張旭市公印規程（昭和４７年尾張旭市

規程第４号）第１０条第１項の規定によ

り、公印の押印を必要とする様式等で公印

の印影を印刷することが適当であるもの

については、管守者の承認を受けた上で、

公印の押印に代えてその印影又はこれを

縮小した印影を印刷することができる。 
同課は、都市公園使用料の納入通知につ

いて、これまで、納入通知書兼領収書（尾

張旭市会計規則（昭和５８年尾張旭市規則

第１１号。以下「会計規則」という。）第１

号様式）を施行する際、現在の市長印（一

般文書用（総務課長管守））に改刻（平成　

２５年１０月２５日付け尾張旭市告示第

１１５号）される前の同印を縮小した印影

を印刷したものを使用し続けていた。 
また、同規程第１０条第２項により、公

印の印影を印刷しようとする者は、印影印

刷承認願に様式等の見本を添えて、管守者

の承認を受けなければならない。しかしな

がら、同課は、これまで、管守者（総務課

長）の承認を得ないまま、前述の印刷を繰

り返していた。 
公印を適切に取り扱われたい。

これまで使用していた納入通知書兼領

収書は使用をやめ、当面は、会計課が保有

する納入通知書兼領収書を使用する。 
以後、公印の印影の印刷を行う際は、正

しい市長印であることを確認し、必ず管

守者の承認を受けてから印刷することと

する。

 同課は、本市の緑化の推進を図るため、

毎年度、本市行政に関わりのある事業者

に、尾張旭市緑化推進基金への寄附を依頼

している。この依頼は、依頼文と会計規則

第８条で規定する納入通知書兼領収書を

送付することにより行っており、寄附は、

事業者が自ら寄附する金額を記載した同

書を用いて同額を所定の金融機関に納付

することによりなされている。なお、同課

は、寄附受納後に、調定を決議している。 

寄附という性質上、事前に歳入の調定

を行うことができない（金額を市が定め

ることができない）ため、今後は、尾張旭

市会計規則第１３条で規定する納付書兼

領収書により依頼することとし、歳入の

調定後、改めて、寄附者に市長印を押印し

た領収書を発行する方針に変更する。



 この点、同条によれば、納入通知書兼領

収書は、歳入の調定（納入すべき金額、納

入義務者などを調査の上決議するもの）を

したときに、納入義務者に納入の通知（納

入すべき金額、納期限、納入場所及び納入

の請求の事由などを記載した納入通知書

でするもの）をする際に用いられるもので

あり、このような寄附の依頼の際に用いら

れるべきものではない。 
また、同課は、当該寄附依頼においても、

前述の指摘と同様に、これまで、現在の市

長印（一般文書用（総務課長管守））に改刻

される前の同印を縮小した印影を印刷し

た納入通知書兼領収書を使用し続けてい

た。 
適切な寄附依頼及び公印取扱いをされ

たい。

 会計規則第１２条の規定により、納入義

務者から納入通知書兼領収書を亡失し、又

は損傷した旨の申出を受けたときは、直ち

に当該納入義務者に係る納入通知書兼領

収書を作成し、その表面の余白に「再発行」

と記載して交付しなければならないとさ

れている。 
しかしながら、同課は、ふれあい農園使

用料について、納入通知書兼領収書を再発

行する際、余白に「再発行」と記載せず交

付していた。 
収入の事務手続を適切に実施されたい。

今後は、納入通知書兼領収書を再発行

する際、余白に「再発行」と記載するよう

徹底する。

 尾張旭市公共用物の管理に関する条例

（昭和５９年尾張旭市条例第２号）によれ

ば、公共用物の使用料は、使用物件の長さ

若しくは使用面積が１メートル若しくは

１平方メートル未満であるとき、又はこれ

らの長さ若しくは面積に１メートル若し

くは１平方メートル未満の端数があると

きは、１メートル若しくは１平方メートル

として計算するものとされている。 
しかしながら、同課は、令和７年４月２

日付けで、農業用水路のうち５．８６㎡を

自動車横断通路として公共用物使用の許

過少徴収となっていた２９４円を令和

８年２月２日付けで徴収した。 
今後は、条例に沿った使用料算定を徹

底する。



 可をしたものに係る使用料について、　

「６㎡×２，１００円」として計算しなけ

ればならないところを、「５．８６㎡×　

２，１００円」として計算していたことか

ら、２９４円の過少徴収となっていた。 
条例に沿った使用料算定を実施された

い。

 令和３年４月１日から、本市では、国・

県の法令等に基づかず、印鑑証明書等の照

合を行わない書類への押印については原

則廃止したものの、見積書については引き

続き押印を求めている。同課では、農業用

施設草刈等委託において、代表者印がない

見積書を提出した者と契約を締結してい

た。 
契約事務を適切に実施されたい。

今後は、提出された見積書の代表者印

を確認した上で、代表者印がある見積書

を提出した者と契約を締結するよう徹底

する。

 契約規則第３２条により、同条第１号か

ら第７号までに掲げる場合のほか、契約の

相手方が契約を履行しないこととなるお

それがないと市長が認めるときにも、契約

保証金の全部又は一部を免除することが

できる（同条第８号）。 
同課は、吉賀池湿地管理委託及び都市公

園清掃業務委託の契約（令和７年４月１日

契約締結分及び同年９月２５日契約締結

分）について、何ら理由を示して伺うこと

のないまま、契約の相手方が契約を履行し

ないこととなるおそれがないとして、同号

の規定により契約保証金を免除としてい

た。 
契約事務を適切に実施されたい。

契約保証金の全部又は一部の免除につ

いて再考することとした。 
以後、契約規則第３２条の内容を吟味

し、適切な契約事務を行っていく。


